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    告     示 

和歌山県告示第1303号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の

規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり廃止の届出があったので公示する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類 
事業者の名称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止 

年月日 

3011310

095 

サングリーンき

のくにかつらぎ

営業所 

伊都郡かつらぎ町

西渋田23-1 

就労継続支援A型 

 

社会福祉法人山

水会 

紀の川市粉河4168

番地 

令和 

2.9.30 

 

和歌山県告示第1304号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の名称 
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3011000

795 

あやの台リハビ

リデイサービス

センター 

橋本市あやの台

1丁目44-1 

自立訓練（機

能訓練） 

身体障害者（

肢体不自由者

に限る。） 

株式会社Four

Leaf 

橋本市あやの台

1丁目44-1 

令和 

2.10.1 

 

和歌山県告示第1305号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の名称 
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3011610

486 

就労継続支援B

型希望の道 

有田郡広川町大

字広323番地1 

就労継続支援

B型 

精神障害者 一般社団法人

ビリーフ 

有田郡広川町大

字広323番地1 

令和 

2.10.1 

 

和歌山県告示第1306号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 田辺市（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1307号 

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東牟婁郡古座川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに古座川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 
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和歌山県告示第1308号 

令和2年和歌山県告示第1212号（以下「告示第1212号」という。）で告示した保安林の指定施業要件の

変更に係る通知の相手方の所在が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定によ

り、その通知の内容を串本町役場に掲示するとともに、その要旨を告示する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 所在が不分明である通知の相手方  

坂本健一郎  

坂本ひさ子  

2 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び変更後の指定施業要

件  

告示第1212号のとおり 

 

和歌山県告示第1309号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3528 岩出市野上野字宮ノ前381

番2の一部 

岩出市清水364番地4 

有限会社サカエ土地建物 

取締役 上田栄司 

令和 

2.9.29 

6.00 

 

 

33.49 

 

 

 

和歌山県告示第1310号 

運転免許学科採点・合格発表、情報発信システム設定及び賃貸借業務について、一般競争入札により落

札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令

第372号。以下「特例政令」という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

運転免許学科採点・合格発表、情報発信システム設定及び賃貸借業務 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県警察本部警務部会計課 

和歌山市小松原通一丁目1番地1 

3 落札者を決定した日 

令和2年9月8日 

4 落札者の氏名及び住所 

「運転免許学科採点・合格発表、情報発信システム設定及び賃貸借業務」受託コンソーシアム 

（代表者）三菱電機クレジット株式会社 

東京都品川区大崎一丁目6番3号 

（構成員）シャープマーケティングジャパン株式会社 

大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号 
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5 落札金額 

53,746,000円（うち消費税及び地方消費税の額4,886,000円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

令和2年7月17日 

    公安委員会告示 

和歌山県公安委員会告示第56号 

技能検定員審査等に関する規則（平成6年国家公安委員会規則第3号。以下「国家公安委員会規則」とい

う。）第1条及び第10条第1項の規定により、技能検定員審査及び教習指導員審査を次のとおり実施する。 

令和2年10月13日 

 和歌山県公安委員会委員長 中 野 幸 生  

1 審査の種類等 

種  類 内  容 期  日 場  所 

技能検定員審査（大型） 

技能検定員審査（中型） 

技能検定員審査（準中型） 

技能検定員審査（普通） 

技能検定員審査（大特） 

技能検定員審査（牽［けん］引） 

技能検定員審査（大型二種） 

技能検定員審査（中型二種） 

技能検定員審査（普通二種） 

技能検定に関する

技能及び知識 

令和2年11月18日（水）から同月

20日（金）及び同月24日（火） 

和歌山市西1番地 

交通センター内 

和歌山県警察本部交

通部運転免許課 
教習指導員審査（大型） 

教習指導員審査（中型） 

教習指導員審査（準中型） 

教習指導員審査（普通） 

教習指導員審査（大特） 

教習指導員審査（牽［けん］引） 

教習指導員審査（大型二種） 

教習指導員審査（中型二種） 

教習指導員審査（普通二種） 

教習に関する技能

及び知識 

 

2 申請手続 

（1）申請の受付期間 

令和2年10月19日（月）から同月26日（月）までの毎日（ただし、日曜日及び土曜日を除く。）午前

9時から午後5時まで 

（2）申請場所 

和歌山市西1番地 交通センター内 和歌山県警察本部交通部運転免許課 

（3）申請に必要な書類等 

ア 運転免許証 

イ 審査申請書（申請場所で所定の用紙を交付する。） 

ウ 国家公安委員会規則第17条各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に該当

する者であることを証する書面 

エ 写真（申請前6か月以内に撮影した縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの無帽、正面、上

三分身、無背景のもの）1枚 

（4）技能検定員及び教習指導員審査手数料 



    和歌山県報  第 149 号 令和 2年 10 月 13 日（火曜日） 

－ 5 － 

審査の種類ごとに和歌山県使用料及び手数料条例（昭和22年和歌山県条例第28号）で定める金額 

3 審査についての問合せ先 

和歌山県警察本部交通部運転免許課講習・教習所係（電話073-473-0110 内線364） 
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